
住民環境課　☎32－1104問

年に１回必ず受けよう！

～健診はモノ言わぬ
カラダの声を聞くチャンスです～

　特定健診とは、40～ 74歳の人を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診で、加入して
いる医療保険者が実施します。（会社にお勤めの人とその扶養の人は、職場やご加入の医療保険者が
指定する方法で受診してください）
　健康に自信がある人ほどめったに病院には行かず、体の異変を見逃してしまうことが少なくあり
ません。また、初期の生活習慣病には自覚症状がありません。元気なときこそ、健診が必要です。

◆実施時期　　5月15日（月）　～　6月30日（金）　40歳～65歳
　　　　　　7月　1日（土）　～　8月31日（木）　66歳～74歳
　　　　　　　（期限を過ぎても12月28日までは受診できます）
　
◆実施場所　　町内医療機関、池辺公民館（12月６日（水））、保健センター（12月７日（木））
　
◆料　　金　　無料
　
◆受　診　票　　６月中旬頃にオレンジ色の封筒で送付します。　
　　　　　　　なお、40歳～ 65歳までの対象者には、５月上旬に送付しています。
　　　　　　　受診票の再交付も行いますので、お問い合わせください。
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